
令和６年度指定管理鳥獣捕獲等事業効果的捕獲促進事業業務委託先募集要項 

 

１ 事業の目的 

イノシシには高い学習能力があり、既設の捕獲装置では捕獲出来ない個体が一定数生

息している。また、捕獲強化等により、渥美半島での野生イノシシの生息頭数が減少し、

低密度となっている。 

本事業では、このような個体や状況下のイノシシを効率的に捕獲する手法を確立する

ため、イノシシの習性を利用した捕獲装置の開発と試験的捕獲を実施する。 

 

２ 委託業務の明細 

  別添「効果的捕獲促進事業業務委託仕様書」の内容のとおり。 

 

３ 応募資格 

  以下のすべての要件を満たすこと。 

⑴ 法人格を有すること。 

⑵ 「令和６・７年度愛知県入札参加資格者名簿」の業務（大分類）「3.役務の提供等」

のうち営業種目（中分類）「16.その他の業務委託等」に登録されていること。 

⑶ 国税および地方税を滞納していないこと。 

⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

⑸ 募集期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」

（平成 24 年６月 29 日付け愛知知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を

受けていないこと。 

⑹ 応募日現在において手形交換所による取引停止処分をうけてから２年間を経過して

いない者でないこと。 

⑺ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないもの

であること。 

⑻ 愛知県から、製造の請負、物件の買入その他の契約にかかる指名停止の措置を提案

書受付期間に受けていないこと。 

 

４ 募集期間 

  令和６年７月９日（火）から令和６年８月２日（金）まで 

 

５ 契約方法 

  事業実施に当たっての企画提案を公募し、最も優れた企画提案者として決定した１者

を委託先候補者とし、見積徴取後委託契約を締結する。また、決定された者が辞退した

場合は、次点となった申請者を委託先候補者とする。 

 

６ 契約条件 

⑴ 契約形態 

   委託契約とする。 

⑵ 委託金額限度額 

   8,835,200 円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

⑶ 契約保証金 

愛知県財務規則第 129 条の２の規定により、契約金額の 100 分の 10 以上の額とす
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る。ただし、同規則第 129 条の３の規定に該当する場合は、全額を免除する。 

⑷ 契約期間 

契約締結日から令和７年３月 11 日（火）までとする。 

⑸ 委託料の支払方法 

   精算払いとする。 

 

７ その他 

⑴ 企画提案書に含まれる事業積算金額は、契約時にいたって同じ条件の下で、その額

を超えることは認めない。 

⑵ 提案内容等を勘案して仕様書を決定するため、委託契約額が事業積算金額と同じに

なるとは限らない。 

 

８ 応募方法等 

⑴ 企画提案書等の提出 

   本事業の受託を希望する事業者は、下記により企画提案書を提出すること。 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 企画提案書（別紙様式１）：７部（正１部、写し６部） 

   (ｲ) 添付書類：各７部 

     ○法人の概要がわかる資料（会社パンフレット等） 

     ○事業実績に記載した内容が確認できる資料 

（事業名、事業内容、実施時期、規模等のわかる資料） 

     ○定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約 

     ○決算報告書（直近３か年） 

     ○国税及び地方税の滞納がないことの証明書 

○社会的価値の実現に資する取組に関する申告書 

  イ 提出期限 

    令和６年８月２日（金） 午後５時（必着） 

    募集期間の受付時間は、土日及び祝日を除く、午前９時から午後５時とする。 

    ※ この期限までに全ての必要書類の提出がないものは、受付することができな 

い。   

ウ 提出方法 

    持参、郵送等のいずれかとする。 

※ 郵送等の場合は、配達の都合で期限時刻までに届かない場合もあるため、期

限に余裕を持って送付すること。 

⑵ 企画提案書作成上の注意 

ア 企画提案書は、別紙様式１にわかりやすく簡潔に記載する。 

  イ 企画提案に係る費用は、応募者の負担とする。 

  ウ 企画提案は１事業者１案とする。 

  エ 提出書類は返却しない。 

⑶ 応募に関する提出先及び問合せ先 

   〒460－8501 

   名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

   愛知県農業水産局農政部農業振興課野生イノシシ対策室 捕獲グループ 

   担 当：石野 

   電 話：052－954－6726 
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   E-mail：yasei-inoshishi@pref.aichi.lg.jp 

※ 応募に関する質問は電子メールとし、2024 年７月 16 日（火）まで受け付ける。

質問に対する回答は、７月 17 日（水）の説明会で行う。また、説明会時にも別

途質問の時間を設ける。 

なお、電子メールの件名に「効果的捕獲促進事業業務委託に係る質問」と明記

すること。 

９ 説明会の開催 

 応募希望者を対象に、以下のとおり説明会を開催する。 

 ⑴ 日時 

    令和６年 7 月 17 日（水） 午後４時 15 分から（予定） 

 ⑵ 開催方法 

    Microsoft Teams によるリモート開催 

 ⑶ 説明会申込期限 

    令和６年７月 16 日（火） 午前９時まで 

 ⑷ 申込方法 

    件名を「効果的捕獲促進事業業務委託説明会参加申込」として、「事業者名」、

「出席者氏名」及び「連絡先（電話番号、電子メールアドレス）」を明記の上、 

 yasei-inoshishi@pref.aichi.lg.jp 宛てに報告すること。 

   ※１ 説明会への出席は必須条件ではありませんが、できる限り出席してください。 

      欠席により不利益を受けられてもその責任は負いません。 

 

10 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は失格とする。 

⑴ 提出期間内に提案書等の提出がなかった場合 

⑵ 提案書等に虚偽の記載をした場合 

⑶ 提出された事業積算金額が委託金額限度額を超過している場合 

⑷ その他、公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

 

11 提案の審査・選定等 

⑴ 審査方法 

提出された企画提案書について委託者が設置する審査委員会により審査・選定を行

う。なお、審査委員会の構成員氏名等については公表しない。 

⑵ 審査委員会 

開催する審査委員会において、企画提案者からプレゼンテーションを行うこととす

る（企画提案者１者当たり説明 20 分、質疑応答 10 分を予定）。 

   なお、審査委員会を下記により開催する。 

   

ア 開催日 

    令和６年８月６日（火） 午後１時 30 分から（予定） 

    ※ 日時については、後日、電子メール等で連絡する。 

  イ 開催方法 

    Microsoft Teams によるリモート開催 

  ウ その他 

審査委員会は非公開とし、審査の経過等審査に関する問合せには応じない。 

mailto:yasei-inoshishi@pref.aichi.lg.jp
mailto:yasei-inoshishi@pref.aichi.lg.jp
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⑶ 審査基準 

   審査については、以下の項目について評価し、総合的な審査を行う。 

 

  ア 審査項目および配点 

審査項目 点数 

業務に対する理解度 １５ 

試験的捕獲計画の内容 ２０ 

業務の安全対策 ５ 

業務の実効性（業務実施体制・業務計画） １５ 

過去の実績等 １０ 

積算 １５ 

総合的評価 １５ 

社会的価値の実現に資する取組  ５ 
合計 １００ 

 

イ 審査項目の詳細 

(ｱ) 業務に対する理解度 得 点15 

評価ポイント：当該業務の目的・内容を正しく理解しているか。 

 

(ｲ) 試験的捕獲計画の内容 得 点20 

評 価ポイント：提案された試験的捕獲計画等について、業務を遂行する上で

妥当と認められるか。省力的に高い効果を上げることができるか。目的・内容

を満足し、高い成果を得ることができるか。  
 

(ｳ) 業務の安全対策 得 点５ 

評 価ポイント：提案された内容において、作業従事者及び第三者への安全対

策が担保されているか。  
 

(ｴ) 業務の実効性（業務実施体制・業務実施計画） 得 点15 

評価ポイント：提案された内容（実施方法・使用機材等、実施体制・人数、実

施の流れ・スケジュール）において、実効性が担保されているか。 

 

(ｵ) 過去の実績（委託業務の受託実績）等 得 点10 

評価ポイント：提案者において、過去５年間程度に国及び地方公共団体等から

「大型哺乳類（イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、ヒグマ、ニホンカモシ

カ等）の捕獲装置開発業務」又は「大型哺乳類（イノシシ、ニホンジカ、ツキ

ノワグマ、ヒグマ、ニホンカモシカ等）の捕獲業務」を受託又は共同研究した

実績等はあるか。  
 

(ｶ) 積算 得 点15 

評価ポイント：提案内容に応じた価格となっているか。各項目の事業費につい

て、積算が妥当か。経費節減を意識した内容金額となっているか。 
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(ｷ) 総合的評価 得 点15 

評価ポイント：提案された内容は、全体的にみて評価できるか。バランスが良

く偏りがないか。 

 

(ｸ) 社会的価値の実現に資する取組 得  点５  
評価ポイント：提案者において、環境への配慮、障害者就業促進、男女共同参

画など、社会的価値の実現に向けた積極的な取組がなされているか。 

ウ その他 

合計点の平均が60点に満たない場合は、委託先として不適格とする。 

審査の結果については、提案者それぞれに別途通知する。 

 

⑷ 決定 

   審査委員会の審査結果を踏まえて、委託者が採択提案を決定する。 

 

⑸ 通知 

   審査結果については、すべての企画提案者に対し、郵送で通知する。 

      

12 電子契約について 

   本件契約は、電子契約（立会人型電子契約サービスを利用して行う契約）又は紙の契約

書による契約手続きを選択できます。電子契約の詳細については、愛知県ＨＰに掲載され

ている「電子契約マニュアル」を参照してください。 

 

13 スケジュール（予定） 

  令和６年７月９日（火）企画提案書の公募開始 

  令和６年７月17日（水）公募説明会 

  令和６年８月２日（金）企画提案書の提出期限 

  令和６年８月６日（火）審査委員会による審査 

  令和６年８月上旬   契約締結   


